
令 和 ８ 年 度  第 １ 回  柏 市 上 下 水 道 事 業 運 営 審 議 会  

 

１  開 催 日 時  

  令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ６ 日 （ 火 ） 午 後 ３ 時 か ら 午 後 ５ 時  

２  開 催 場 所  

柏 市 上 下 水 道 局 庁 舎  ４ 階  ４ ０ １ ・ ４ ０ ２ 会 議 室   

柏 市 千 代 田 １ 丁 目 ２ 番 ３ ２ 号  

３  出 席 者  

 ( 1 )  委 員  

落 合 委 員 ( 会 長 ) ， 谷 委 員 （ 副 会 長 ） ， 及 川 委 員 ， 齋 藤 委 員 ， 左 野

委 員 ， 秋 元 委 員 ， 荒 井 委 員 ， 八 木 委 員 ， 石 井 委 員 ， 河 野 委 員 ， 坂

口 委 員 ， 佐 藤 （ 理 ） 委 員 ， 髙 橋 委 員  

( 2 )  事 務 局  

飯 田 上 下 水 道 事 業 管 理 者 ， 後 藤 理 事 ， 恒 岡 次 長 兼 総 務 課 長 ， 伊 藤

次 長 兼 給 排 水 課 長 ， 吉 田 経 営 企 画 課 長 ， 佐 藤 料 金 課 長 ， 岩 堀 水 道

工 務 課 長 ， 新 井 下 水 道 工 務 課 長 ， 公 野 施 設 管 理 課 長  他  

４  議 題  

 ( 1 )  諮 問  

 ( 2 )  柏 市 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定

に つ い て  

５  報 告 事 項  

 ( 1 )  柏 市 上 下 水 道 事 業 ビ ジ ョ ン の 策 定 に つ い て  

６  議 事  

 次 第 ５  柏 市 の 上 下 水 道 事 業 の 概 要 に つ い て  

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 経 営 企 画 課  

Q .  県 内 計 画 給 水 人 口 上 位 団 体 で 柏 市 は ２ 位 と な って い る が ， 柏 よ り

人 口 が 多 い 松 戸 市 や 市 川 市 が 入 って い な い の は どの よ う な 事 情 か 。  

A .  松 戸 市 や 市 川 市 ， 船 橋 市 は 県 営 水 道 に 加 入 して い る た め ， 柏 市 が

２ 番 目 に 多 い 数 値 に な って い る 。  

 

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 経 営 企 画 課  

Q .  資 料 １ の １ ４ ペ ー ジ に 下 水 の 終 末 処 理 場 の 表 中 に 「 流 域 内 の 市 」

の 欄 に 重 複 し て 記 載 さ れ て い る 自 治 体 名 が あ る が ， そ れ ぞ れ の 市 の

事 情 に よ る の か 。  

A .  柏 市 の 場 合 ， 地 域 に よ って 処 理 先 が 異 な り ， 一 部 は 手 賀 沼 流 域 下

水 道 で 処 理 さ れ ， 別 の 地 域 は 江 戸 川 左 岸 流 域 下 水 道 で 処 理 さ れ て い

る 。  



 

質 疑 （ 坂 口 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 飯 田 管 理 者  

Q .  千 葉 市 ， 市 川 市 は 県 営 水 道 な の に ， な ぜ 柏 市 は 独 自 な の か 。  

A .  柏 市 の 場 合 は 昭 和 ３ ０ 年 に 第 一 水 源 地 （ 現 在 の 上 下 水 道 局 の 場 所 ）

に お い て 計 画 給 水 人 口 2 0 , 0 0 0 人 ， 当 時 は 井 戸 の み を 水 源 と し て 事 業

が 始 ま っ た 。 高 度 経 済 成 長 に 合 わ せ 拡 張 を 行 っ て き た も の で ， 他 の

自 治 体 は 千 葉 県 が 経 営 す る 水 道 事 業 に よ り 給 水 を 受 け て い る 。 柏 市

や 近 隣 の 流 山 市 ， 我 孫 子 市 及 び 野 田 市 は 単 独 の 事 業 者 に な っ て い て ，

柏 市 は 県 内 で 給 水 人 口 な ど の 事 業 規 模 で 千 葉 県 営 水 道 に 次 ぐ も の と

な っ て い る 。  

 

質 疑 （ 谷 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 総 務 課  

Q .  ベ ル サ イ ユ の ば ら の マ ン ホ ー ル カ ー ド の 配 布 が 好 評 で 再 配 布 を す

る と い う こ と だ が ， ３ 種 類 の 蓋 が あ る の で カ ー ド も ３ 種 類 あ れ ば よ

い の で は な い か 。  

A .  マ ン ホ ー ル カ ー ド は ， 市 制 ７ ０ 周 年 の 記 念 事 業 と して 作 成 し た た

め ， 今 後 の 周 年 事 業 の 際 に 検 討 して い く 。 ま た ， マ ン ホ ー ル カ ー ド

は 一 度 製 作 す る と 継 続 し て 配 布 す る ル ー ル が あ る た め ， ま ず は 現 在

の カ ー ド を 受 け 取 れ て い な い か た に 配 布 し な が ら 検 討 して い く 。  

 

質 疑 （ 落 合 会 長 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 下 水 道 工 務 課  

Q .  下 水 道 の 整 備 状 況 で 分 流 式 を 基 本 と して 整 備 して い る と い う 説 明

が あ っ た が ， 合 流 式 も 合 わ せ て 説 明 い た だ き た い 。  

A .  柏 市 で は 現 在 ， 全 域 で 分 流 式 を 基 本 と して 整 備 を 進 め て い る 。 し

か し ， 下 水 道 事 業 を 開 始 し た 昭 和 3 5 年 当 時 は ， 柏 駅 周 辺 を 中 心 に 合

流 式 で 整 備 が 進 め ら れ て い た 。 分 流 式 は 汚 水 管 と 雨 水 管 の 2 本 の 管

を 整 備 す る 必 要 が あ り ， 費 用 が 高 額 に な る 一 方 ， 合 流 式 は 雨 水 と 生

活 排 水 を 1 本 の 管 で 流 せ る た め 比 較 的 安 価 に 整 備 で き た 。 こ の た め ，

当 時 は 合 流 式 が 主 流 で あ っ た 。 そ の 結 果 ， 現 在 も 柏 駅 周 辺 に は 合 流

式 で 整 備 さ れ た 区 域 が 残 って い る が ， 将 来 的 に は 分 流 式 へ 切 り 替 え

る 方 針 で あ り ， 順 次 整 備 を 進 め て い る と こ ろ で あ る 。  

 

議 題 ( 1 )  諮 問  

質 疑 な し  

 

議 題 ( 2 )  柏 市 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  



質 疑 （ 佐 藤 （ 理 ） 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  負 担 金 と 分 担 金 の 取 扱 い の 違 い を 説 明 い た だ き た い 。  

A .  柏 市 の 許 可 に よ り ， 事 業 認 可 区 域 外 か ら 公 共 下 水 道 へ の 接 続 が 認

め ら れ た か た は ， 受 益 者 分 担 金 を 採 用 し ， 事 業 認 可 区 域 内 は 従 来 と

お り 受 益 者 負 担 金 を 賦 課 す る 予 定 で あ る 。  

 

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  負 担 金 ， 分 担 金 と 名 前 を 変 え な け れ ば い け な い 理 由 は 。  

A .  受 益 者 負 担 金 は ， 都 市 計 画 法 に 基 づ い て 負 担 金 を 賦 課 して い る 。

一 方 で ， 柏 市 の 許 可 に よ り 事 業 認 可 区 域 外 か ら 公 共 下 水 道 へ の 接 続

が 認 め ら れ た か た は ， 都 市 計 画 法 の 範 囲 外 に い る か た で あ り ， 都 市

計 画 法 の 範 囲 に 入 れ る ま で の 手 続 き に 時 間 を 要 す る 。 そ の 結 果 ， 負

担 金 の 賦 課 に 至 る ま で 長 期 化 す る こ と で 課 題 が 生 じ て い る 。 賦 課 に

至 る 期 間 の 短 縮 を 図 る た め に ， 地 方 自 治 法 に よ る 受 益 者 分 担 金 で 賦

課 す る こ と を 検 討 して い る 。  

 

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  分 担 金 が 賦 課 さ れ た 後 ， 都 市 計 画 法 の 範 囲 内 と な っ た 場 合 に ， 改

め て 負 担 金 は 賦 課 さ れ る の か 。  

A .  事 業 認 可 区 域 外 は ， 柏 市 が 許 可 を し 公 共 下 水 道 へ の 接 続 が 認 め ら

れ た 後 に ， い ず れ 都 市 計 画 事 業 認 可 区 域 内 に な る 予 定 だ が ， 分 担 金

を 賦 課 し た 土 地 に つ い て は ， 負 担 金 相 当 額 を 賦 課 し た も の と み な し ，

改 め て 受 益 者 負 担 金 を 賦 課 す る こ と が な い よ う な 制 度 を 検 討 して い

る 。   

 

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  分 担 金 は い ず れ 賦 課 の と き に 負 担 金 と い う 名 目 に 変 更 に な る と い

う こ と か 。  

A .  い ず れ は 都 市 計 画 法 に か か る 予 定 だ が ， 分 担 金 は 土 地 に 対 して １

度 き り の 賦 課 に な る た め ， 改 め て 受 益 者 負 担 金 を 賦 課 す る こ と は な

く ， 一 度 受 益 者 分 担 金 を い た だ い た 地 域 に お い て は 一 度 き り の 賦 課

で 完 了 す る 予 定 で あ る 。  

 

質 疑 （ 坂 口 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  説 明 を 聞 く と メ リ ッ ト が 多 い よ う に 感 じ る が ， 課 題 や デメ リ ッ ト

は あ る か 。  

A .  現 時 点 で は 課 題 が あ る が ， 改 正 す る こ と に よ って そ の 課 題 が 解 消

す る 予 定 で あ る た め ， デメ リ ッ ト は 考 えて い な い 。  



 

質 疑 （ 左 野 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  区 域 外 流 入 の 分 担 金 の 徴 収 に つ い て は 他 の 自 治 体 で も 条 例 を 定 め

て い る 例 が あ る 。 条 例 改 正 に よ り ， 現 状 の 課 題 が 解 消 さ れ ， 分 担

金 ・ 負 担 金 の 確 実 な 徴 収 に よ る 財 源 確 保 や 業 務 の 改 善 に つ な が る も

の と 考 え る 。 前 向 き に 進 め て い く の が 良 い と 思 う が ， 都 市 計 画 法 と

地 方 自 治 法 の 話 が あ る な か で ， 今 運 用 に 困 って い る と い う の は 第 ２

条 の 受 益 者 の 定 義 と い う こ と で よ い か 。  

A .  そ の と お り で あ る 。 受 益 者 の 定 義 の 中 に あ る 「 排 水 区 域 」 と は ，

都 市 計 画 法 の 範 囲 内 に あ り ， か つ 下 水 道 法 第 ９ 条 に あ る 供 用 開 始 区

域 の 土 地 の 所 有 者 に 対 して 負 担 金 を 賦 課 す る と い う 規 定 に な って い る 。

こ の こ と は ， 手 続 き 上 時 間 を 要 す る と い う 課 題 が あ る こ と か ら ， 今

回 の 改 正 に よ り 自 治 法 で 賦 課 で き る よ う に 定 義 を 変 更 す る と い う の

が 方 向 性 で あ る 。  

 

質 疑 （ 左 野 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q . 第 ２ 条 の 受 益 者 の 定 義 に お い て は 、 排 水 区 域 外 か ら 流 入 さ せ る 土

地 の 所 有 者 も 対 象 と な る 方 向 性 で ， 条 例 の 改 正 を 進 め て い く と い う

こ と か 。  

A . そ の と お り で あ る 。  

 

質 疑 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 料 金 課  

Q .  資 料 ２ の １ ２ ペ ー ジ に あ る １ 平 方 メ ー ト ル あ た り の 単 価 を 賦 課 す

る 対 象 と な る 広 さ は 所 有 して る 土 地 か 。  

A . そ の と お り ， 法 務 局 の 公 簿 上 の 面 積 に 対 して の 単 価 で あ る 。  

 

質 疑 （ 八 木 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 下 水 道 工 務 課  

Q .  手 賀 沼 流 域 下 水 道 の 手 賀 沼 終 末 処 理 場 は ， 計 画 的 に 整 備 を 進 め て

お り ， 基 本 的 に は 計 画 区 域 外 か ら の 流 入 を 見 込 ん だ 下 水 処 理 施 設 と

し て 整 備 は し て い な い 。 一 方 で ， 今 回 改 正 さ れ る 条 例 で は ， 柏 市 の

全 体 計 画 に は 含 ま れ る が 事 業 計 画 区 域 外 か ら の 流 入 を 認 め る 形 と な

る た め ， 施 設 を 管 理 す る 手 賀 沼 下 水 道 事 務 所 と し て は 懸 念 が あ る 。

ま た ， 下 水 道 事 業 は 都 市 計 画 事 業 の 一 環 で あ る た め ， 無 秩 序 に 接 続

が 進 む と 他 の 6 市 へ 影 響 が 及 ぶ こ と に な る 。 こ れ ら の 点 に つ い て は ，

貴 市 の 要 領 に 基 づ い て ， 十 分 に 審 査 し 適 切 に 認 め た う え で 下 水 道 運

営 を 進 め て い た だ き た い 。 以 上 の よ う な 考 え 方 で よ い か 。  

A .  区 域 外 流 入 に つ い て は ， 終 末 処 理 場 で の 処 理 が で き な い と 難 し い

状 況 で あ る 。 区 域 外 か ら 入 って 来 る 物 件 に つ い て は ， １ 件 １ 件 慎 重



に ， 水 質 ， 量 を チ ェ ッ ク して ， 手 賀 沼 と 江 戸 川 の そ れ ぞ れ の 下 水 道

事 務 所 と 協 議 し 最 終 的 に は 柏 市 と して 判 断 して い る 。 そ の 中 で ， 十 分

に 関 係 機 関 と 調 整 の う え ， 許 可 して い き た い と 考 えて い る 。  

 

質 疑 （ 河 野 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 下 水 道 工 務 課  

Q .  区 域 外 は 何 パ ー セ ン ト く ら い か 。  

A .  柏 の 中 で も 将 来 下 水 道 を 整 備 す る エ リ ア と 浄 化 槽 を 整 備 す る エ リ

ア で 分 か れ て い る 現 状 で あ る 。 下 水 道 が 整 備 さ れ る 予 定 の 区 域 は ，

将 来 的 に 流 域 下 水 道 で 処 理 で き る 範 囲 内 と い う と こ ろ で 協 議 して い

る 。 そ の た め ， こ の 場 で パ ー セ ン テ ー ジ の 回 答 は 難 し い 。  

 

報 告 事 項 ( 1 )  柏 市 上 下 水 道 事 業 ビ ジ ョ ン の 策 定 に つ い て  

質 疑 （ 髙 橋 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 水 道 工 務 課  

Q .  市 内 を 歩 い て い る と 「 地 震 に 強 い 水 道 管 へ の 切 替 工 事 」 の 看 板 を

目 に す る が ， 老 朽 化 と 耐 震 化 を 同 時 に 工 事 して い る の か 。  

A .  老 朽 化 し た 管 は ， 特 に 継 ぎ 手 の 部 分 に 耐 震 機 能 が 備 わ って い な い 。

新 し い 管 （ 耐 震 管 ） は 継 ぎ 手 に 収 縮 機 能 や 抜 け 出 し 防 止 機 能 等 の 耐

震 性 能 が 備 わ って い る た め ， 老 朽 化 し た 管 を 新 し い 管 に 入 れ 替 え る

こ と で 老 朽 化 対 策 と と も に 耐 震 化 が 図 ら れ る 。  

 

質 疑 （ 落 合 会 長 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 下 水 道 工 務 課  

Q .  下 水 の 老 朽 化 と 耐 震 化 対 策 も 合 わ せ て 説 明 い た だ き た い 。  

A .  下 水 も 老 朽 管 を 改 修 す る 場 合 に は ， 耐 震 計 算 を 行 っ た う えで 改 修

を 行 う 。 老 朽 化 し た 管 の 内 側 に 新 し い 部 材 を コ ー テ ィ ン グ し て 強 度

を 出 す 工 法 に よ って ， 耐 震 性 能 を も た せ て い る 。  

 

質 疑 （ 坂 口 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 給 排 水 課  

Q .  資 料 ２ の ５ ペ ー ジ に 鉛 製 給 水 管 の 改 修 と あ る が ， ま だ 鉛 製 が あ る

の か 。 ま た ， 自 宅 が 鉛 製 の 管 で あ る こ と を 知 ら な い 人 も い る の か 。  

A .  下 水 道 と は 別 に ， 給 水 に は 配 水 管 と 給 水 管 （ 引 込 管 ） が あ る 。  

こ の う ち ， 配 水 管 に 使 用 さ れ て い た 鉛 製 管 の 改 修 は す で に 完 了 し て

い る 。 一 方 で ， 給 水 管 （ 宅 地 内 の 引 込 管 ） に つ い て は ， 昭 和 の 高 度

経 済 成 長 期 に 多 く が 布 設 さ れ た 経 緯 が あ り ， 現 在 も 空 き 家 の 戸 建 て

な ど， 個 人 管 理 の ま ま 鉛 製 管 が 残 って い る ケ ー ス が あ る 。 相 当 数 が 残

存 して い る と み ら れ ， 健 康 影 響 の 懸 念 も あ る こ と か ら ， 柏 市 と して も

対 策 を 検 討 して い る 。 市 で は ホ ーム ペ ー ジ 等 で 情 報 提 供 を 行 って い る

が ， 自 宅 の 給 水 管 が 鉛 製 で あ る こ と を 把 握 して い な い 住 民 も 一 定 数

存 在 す る と 考 え ら れ る 。  



 

質 疑 （ 河 野 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 水 道 工 務 課  

Q .  基 本 方 針 の 強 靭 化 に つ い て ， 柏 市 全 体 の 強 靭 化 に 対 す る 作 業 マ ッ

プ や 計 画 マ ッ プ の よ う な も の は 市 民 も 見 る こ と が で き る の か 。  

A .  老 朽 管 の 更 新 計 画 に あ た って ， 水 道 管 に お い て は ， 水 道 工 務 課 で

計 画 を 立 て て い る が ， ホ ーム ペ ー ジ 等 で 公 表 は して い な い 。 年 度 の 事

業 量 や 関 係 機 関 と の 調 整 に よ って 工 事 箇 所 は 柔 軟 に 変 わ る こ と が あ

る た め ， 内 部 資 料 と して 計 画 を 立 て て い る 。  

 

全 体 を 通 して の 質 疑  

意 見 （ 石 井 委 員 ） ， 回 答 （ 事 務 局 ） 下 水 道 工 務 課  

Q .  明 原 地 域 で 大 雨 で 浸 水 し た 地 域 が あ り ， 町 会 長 か ら 上 下 水 道 局 に

相 談 し た と こ ろ ， 非 常 に 早 く 対 応 して い た だ き と て も 感 謝 して い る 。

上 下 水 道 ビ ジ ョ ン の よ う な 計 画 や 行 動 を 何 ら か の 形 で 示 して く れ る

と 住 民 に と って と て も あ り が た い 。 そ う す る こ と で 安 心 感 を 覚 え る

た め ， ぜ ひ 今 の よ う な 形 で 推 進 して い た だ き た い 。  

A .  明 原 や 柏 駅 の 西 口 の 近 辺 は ， 過 去 に 集 中 的 な 降 雨 に よ って 浸 水 し

た こ と が あ る こ と か ら 対 策 を 取 ら せ て い た だ い た 。 市 内 全 体 的 に み

る と 根 本 的 な 対 策 と な る 雨 水 管 の 整 備 は ま だ あ ま り 進 ん で い な い 。

非 常 に 費 用 と 時 間 が か か る 事 業 で あ り ， 対 応 に 時 間 が か か る 場 所 も

あ る 。 そ う い っ た と こ ろ は 下 水 道 管 の 整 備 と あ わ せ て ， 下 水 道 管 路

内 の 水 位 を 閲 覧 で き る シ ス テム ， ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を 活 用 して ご 自 身

で 被 害 対 策 を して い た だ く 等 の ソ フ ト 面 の 対 応 で ， 少 しで も 被 害 を 軽

減 して い け れ ば と 考 えて い る 。 今 後 も ， 地 元 の ご 意 見 を 伺 い 計 画 に 反

映 し た い と 考 えて い る た め ， 何 か あ れ ば お 問 い 合 わ せ い た だ き た い 。  

 

７  傍 聴  
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